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一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟 

役員規程 

 

（役員の選任） 

第１条 定款第２６条に基づく役員の選任にあたり、理事会において選定された委員によ 

り構成する役員候補者推薦委員会において役員候補者を選考し、理事会に答申する。 

    ② 役員候補者推薦委員会に関するその他の事項は、別に定める規程に従う。 

 

（役員の定年制） 

第２条 定款第２６条第１項第１号の規定により理事となった者の地域連盟推薦理事とし

ての在任期間は、最長で１０年までとする。ただし、特別な事情により理事会の決

議があった場合には２年延長することができる。 

  ② 定款第２４条第１項に規定される役員は、その就任時に、満６５歳未満でなけれ

ばならない。 

 

（常勤理事に対する報酬等） 

第３条 定款第３３条に規定される常勤理事の報酬は、評議員会において常勤理事報酬の

総額の上限を決議し、各常勤理事各個への具体的報酬支給額は、理事会の決議によ

りこれを定める。 

  ② 定款第３３条に規定される常勤監事の報酬は、評議員会において常勤監事報酬の

総額の上限を決議し、各常勤監事各個への具体的報酬支給額は、常勤監事がこれを

定める。 

 

（名誉会長） 

第４条 定款第３０条に規定される名誉会長の任期は、就任時より最長で８年までとする。 

 

（相談役） 

第５条 定款第３０条に規定される相談役の任期は定めない。 

 

（参 与）  

第６条 定款第３０条に規定される参与の任期は、４年とする。 

 

（名誉役員等の費用負担） 

第７条 定款第３０条に規定される名誉役員等は会長の諮問に応じることができる。その

際に係る宿泊費、旅費交通費は本連盟が負担する。 

 

（服務規程） 

第８条 役員の服務に関する規定は、別に定める規程に従う。 
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（改 正） 

第９条 本規程の改正は、理事会の決議に基づきこれを行う。 

 

（施 行） 

第 10条 本規程は、令和８年５月２７日から施行する。 


